
亀 山 市 告 示 第 ６ ７ 号  

 亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付

要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日  

                 亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 費 補 助 金

交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 移 住 促 進 の た め の 空 き 家 リ フ ォ ー ム 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付

要 綱 （ 平 成 ３ ０ 年 亀 山 市 告 示 第 １ １ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 」 を 「 移 住 者

の う ち 、 工 事 完 了 後 １ 月 以 内 に 転 入 届 を 提 出 す る 者 」 に 改 め 、 同 項

各 号 を 削 り 、 同 条 第 ４ 項 第 ５ 号 中 「 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 ） 」

を 削 り 、 同 条 第 ６ 項 第 ４ 号 を 削 る 。  

第 １ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当

す る 者 と し て 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 」 を 削 り 、 「 ５ 年 」 を 「  

１ ０ 年 」 に 改 め る 。  

第 １ ３ 条 中 「 ５ 年 」 を 「 １ ０ 年 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 中 「 転 入 後 に 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 市 外 に 居 住 し て い

た こ と を 証 明 す る 書 類 （ 住 民 票 の 除 票 の 写 し 等 ） 及 び 転 入 を 証 明 す

る 書 類 （ 住 民 票 の 写 し 等 ） 」 を 削 り 、 同 表 所 有 者 が リ フ ォ ー ム を 行

う 場 合 に あ っ て は 、 移 住 者 と の 契 約 書 の 写 し 等 の 項 を 削 る 。  

別 表 第 ２ 中 「 転 入 後 に 交 付 申 請 を 行 っ た 者 は 不 要 」 及 び 「 及 び 不

動 産 売 買 契 約 書 」 を 削 る 。  

様 式 第 ２ 号 中 「 ５ 年 」 を 「 １ ０ 年 」 に 改 め る 。  

   附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


